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飯塚書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野澤幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚書記  

 

 

本日は ， お忙し い 中ご出 席 いただ き まして ， まこと に あり

がとうございます。 

ただいま から，第 ２９回宇 都宮市都 市計画審 議会を開 会い た

します。  

開会に 先 立ちま し て，ま ず 本日の 会 議資料 に ついて 確 認さ

せていた だきます 。事前に お配りの 会議次第 ，宇都宮 市都 市

計画審議会委員名簿，議案書，第 1 号から第３号まで，本日

の配布資 料として ，説明資 料１宇都 宮都市計 画道路の 変更 に

ついて県 決定と同 じく市決 定のＡ３ 版のもの と，説明 資料 ２

宇都宮都 市計画公 園の変更 について のＡ３版 のもの， 説明 資

料３宇都 宮駅東口 地区整備 事業に関 する都市 計画素案 につ い

てと宇都宮市都市計画審議会関係資料です。  

それでは ，開会に あたりま して，都 市開発部 長の野澤 より ，

ご挨拶申し上げます。 

 

本日は ， 皆様大 変 お忙し い 中，第 ２ ９回宇 都 宮市都 市 計画

審議会にご出席いただきまして，誠にありがとうございます。

委員の皆 様方にお かれまし ては，常 日頃から ，本市の 市政 全

般にわた りまして ，ご支援 ，ご協力 をいただ いており ます こ

とを，この場をお借りしましてお礼申し上げます。 

この都 市 計画審 議 会にお か れまし て は，都 市 計画に 関 する

事項とい たしまし て，土地 利用とし ての線引 き，用途 地域 な

どの地域 地区，ま た都市施 設といた しまして ，道路， 公園 ，

下水道な ど，さら に土地区 画整理事 業や再開 発事業な どの 市

街地開発 事業，ま た地区計 画などに ついての ご審議を いた だ

いているところです。 

また， 最 近の話 題 といた し まして は ，多く の 都市の 中 心市

街地にお きまして は，人口 や商業販 売額が大 変減少し てお り

ます。空 き店舗な どが見ら れるよう な状況の 都市があ り， 衰

退の傾向 が見られ ることか ら，持続 可能なコ ンパクト なま ち

づくりを 目指しま して，中 心市街地 活性化法 ，大店立 地法 ，

都市計画 法を一体 とした， まちづく り三法の 見直しが 行わ れ

たところです。 

都市計画法におきましては，５月３１日に公布されまして，

一部施行 される部 分もあり ますが， 法律の全 面施行と いた し

まして公 布後１年 ６ヶ月以 内に新た な都市計 画法が施 行さ れ

るという訳でございます。  

委員の 皆 様には ， それぞ れ の知識 と ご経験 の 中から ， 様々

な角度で ご議論い ただき， 望ましい 宇都宮市 の都市計 画の 実

現に向けて，ご支援をお願いしたいと思っております。 

本日を含 め，今年 度は，４ 回程度の 審議会を 予定して おり ま

すので， どうぞよ ろしくお 願いいた します。 簡単では ござ い

ますが，審議会に先立ちましてご挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

今回は ， ２年間 の 任期が 終 了いた し まして ， 新委員 の 委嘱

を行わせ ていただ きました 。初めて の審議会 でござい ます の

で，新た に委員と してお願 いした委 員もいら っしゃい ます の
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飯塚書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

荒井委員  

 

 

小堀委員  

 

青木委員  

 

飯塚書記  

 

 

 

鈴木委員  

 

永井委員  

 

船田委員  

 

竹澤委員  

 

飯塚書記  

 

 

 

熊本委員  

 

阿久津委員  

 

藤井委員  

 

今井委員  

 

飯塚書記  

 

 

 

 

 

大垣委員  

 

で，まず ，委員の 皆様のご 紹介と， 幹事・事 務局職員 の紹 介

をさせていただきたいと思います。  

お手元の宇都宮市都市計画審議会名簿をご覧ください。 

はじめに 委員の皆 様をご紹 介いたし ますので ，恐れ入 りま す

が，その 場でご挨 拶等をお 願いいた したいと 思います 。区 分

と分野別 に第２条 １号委員 から第３ 号委員の 順にご紹 介い た

します。  

（以下自己紹介）  

 

弁護士 の 荒井で す 。３期 目 ぐらい な るかと 思 います の で，

よろしくお願いします。 

  

小堀です。よろしくお願いいたします。 

 

青木です。どうかよろしくお願いいたします。 

 

続きま し て，前 期 に引き 続 きまし て 半田和 夫 委員で す 。半

田委員に おかれま しては， 遅れて出 席との連 絡をいた だい て

おります。 

 

鈴木です。よろしくお願いいたします。 

 

永井です。よろしくお願いいたします。 

 

船田です。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

竹澤です。よろしくお願いいたします。 

 

続きま し て，第 ２ 号委員 と して宇 都 宮市議 会 からご 出 席い

ただいております委員をご紹介します。 

（以下自己紹介）  

 

熊本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

阿久津です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

藤井です。よろしくお願いいたします。 

 

今井です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

続きま し て，関 係 行政機 関 からと い うこと で 第３号 委 員を

ご紹介いたします。 

最初に小 田部弘委 員ですが ，本日は 欠席との 連絡をい ただ い

ております。 

（以下自己紹介）  

 

大垣です。よろしくお願いいたします。 
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佐藤委員  

 

飯塚書記  

 

 

 

 

 

 

野澤幹事  

 

栗田幹事  

 

森岡幹事  

 

高橋幹事  

 

福田幹事  

 

阿久津幹事  

 

関幹事  

 

飯塚書記  

 

 

 

永嶋幹事  

 

齋藤幹事  

 

大谷幹事  

 

小堀幹事  

 

飯塚書記  

 

 

相羽書記  

 

鈴木幹事  

 

飯塚書記  

 

 

 

 

 

佐藤です。よろしくお願いいたします。 

 

ありが と うござ い ました 。 委員の 皆 様方に は ，今後 何 かと

お世話に なります が，ご指 導のほど をよろし くお願い いた し

ます。 

続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。まず，

幹事の紹介でございます。  

（以下自己紹介）  

 

野澤です。よろしくお願いいたします。 

 

栗田です。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

森岡です。よろしくお願いいたします。 

 

高橋です。よろしくお願いいたします。 

 

福田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

阿久津です。よろしくお願いいたします。 

 

関です。よろしくお願いいたします。 

 

本日は ， 付議案 件 に関連 し まして 臨 時幹事 が 出席し て おり

ます。ご紹介いたします。  

（以下自己紹介）  

 

永嶋です。よろしくお願いいたします。 

 

齋藤です。よろしくお願いいたします。 

 

大谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小堀です。よろしくお願いいたします。 

 

続きまして，書記の紹介をいたします。 

（以下自己紹介）  

 

相羽です。よろしくお願いいたします。 

 

鈴木です。よろしくお願いいたします。 

 

最後に 私 ，都市 計 画課課 長 補佐の 飯 塚由貴 雄 です。 よ ろし

くお願いいたします。 

続きま し て，宇 都 宮市都 市 計画審 議 会の組 織 及び本 審 議会

の公開について確認の説明をさせていただきます。 

その前に ，ただい ま半田委 員が到着 されまし たのでご 紹介 し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 - 4 - 



 

半田委員  

 

相羽書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員の半田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それで は ，お手 元 の資料 宇 都宮市 都 市計画 審 議会関 係 資料

の１枚目 をお開き いただき ，宇都宮 市都市計 画審議会 の概 要

についてをご参照ください。 

まず， 当 審議会 の 設置の 経 緯と根 拠 につい て ですが ， 地方

分権の推 進により まして， 都市計画 に関する 事務が自 治事 務

となり， また，そ れまでの 任意の組 織であっ た市町村 の審 議

会が法定化されました。 

本審議 会 は，平 成 １１年 １ ２月の 都 市計画 審 議会条 例 制定

により， 平成１２ 年４月に 設置，同 年６月に 第１回目 を開 催

し，本日は第２９回目の開催となります。 

次に職 務 ですが ， 審議会 は 市長の 諮 問に応 じ 都市計 画 に関

する事項を審議するものとしております。 

市が決定 する都市 計画は， 本審議会 の議を経 て決定い たし ま

す。 

県が決 定 する都 市 計画は ， 県から 市 に意見 照 会があ り ，そ

れに回答するにあたり，審議会の意見を伺うものです。 

県決定の 事例とし て，線引 き，４車 線以上の 道路，１ ０ｈ ａ

以上の公園などがあります。 

市決定 の 事例と し て，用 途 地域， ４ 車線未 満 の市道 ， 公共

下水道，地区計画などがあります。  

次に， 会 議の公 開 につい て ですが ， 本市に お きまし て は，

その審議 状況を市 民に明ら かにし， 公正かつ 透明な市 政の 推

進を図る としてい ることか ら，本審 議会は審 議会条例 施行 規

則第２条の規定により公開となります。 

また， 必 要があ る と認め る ときは 非 公開と す ること が でき

ます。会 議を非公 開とする 基準につ いては， 宇都宮市 情報 公

開条例第 ７条，行 政情報の 公開義務 ，各号に 定める非 公開 情

報に該当 する情報 に関して 審議等を 行うとき ，あるい は， 公

開するこ とにより 個人に関 する情報 や公正か つ円滑な 議事 運

営に著し い支障が 生ずると 認められ るとき， 非公開と して お

ります。  

会議の 公 開は， 傍 聴を認 め ること に より行 い ます。 あ らか

じめ傍聴 を認める 定員を定 め，傍聴 席を設け るものと して お

ります。  

また， 同 様に議 事 録につ き まして も ，情報 公 開条例 第 ７条

各号に該当する情報は，非公開となります。  

続きまして，傍聴者数の報告を致します。 

本日の会議については，傍聴者はございません。 

ここで， 議事に入 ります前 に，事務 局より本 会の成立 につ い

てご報告いたします。 

本日の 会 議です が ，現在 出 席委員 は １４名 で す。こ れ は，

当審議会 条例第６ 条の，審 議会は委 員の過半 数をもっ て開 催

する旨を 満たして おります ので，会 議の成立 をご報告 いた し

ます。 
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飯塚書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員  

 

飯塚書記  

 

 

 

 

竹澤委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木委員  

 

 

 

竹澤委員  

 

 

 

 

 

各委員  

 

竹澤委員  

 

 

 

 

 

ありが と うござ い ました 。 それで は ，早速 議 事に入 ら せて

いただきます。 

本日の 会 議です が ，条例 第 ６条に よ り，会 議 は会長 が 議長

となる， また会長 の選出に あたりま しては， 同条例第 ５条 に

よりまし て，学識 経験者で ある第１ 号委員か ら選出す るこ と

となっております。 

２年間 の 任期が 終 了しま し て本日 は ，委員 委 嘱後最 初 の会

議ですので，まだ議長の職務を行う方がいらっしゃいません。

つきま し ては， 議 長が決 定 するま で の間仮 議 長を選 出 し，

議事を進 行して参 りたいと 思います 。誠にせ んえつで ござ い

ますが， 仮議長の 選出につ きまして は，事務 局に一任 いた だ

いてよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

ありがとうございます。 

それで は ，本日 出 席の委 員 の中か ら ，竹澤 敬 三委員 に 仮議

長をお願 いしたい と思いま すので， 竹澤委員 よろしく お願 い

いたします。 

 

ただい ま ，事務 局 から仮 議 長に指 名 されま し た竹澤 で す。

議長を務 める会長 が選任さ れるまで の間，皆 様のご協 力を い

ただきな がら，議 事をスム ーズに進 めていき たいと考 えて お

りますのでよろしくお願いいたします。 

それでは，（１）会長選出及び職務代理者指名ですが，会長

につきま しては， 先ほど事 務局から の説明が ありまし たと お

り学識経 験者であ ります第 １号委員 から選出 するとな って お

りますの で，委員 の皆様か ら，ご意 見をいた だきたい と思 い

ます。いかがでしょうか。  

 

はい。 大 変せん え つでご ざ います が ，これ ま での経 緯 もご

ざいます し，引き 続き経験 豊かな永 井委員が よろしい ので は

ないかと思いますが，いかがでしょうか。推薦申し上げます。

 

ただい ま ，鈴木 委 員から 永 井委員 を 会長に 推 薦した い との

ご意見がございました。他にご意見ございますか。 

他にご意見がないようですので，お諮りしたいと思います。 

当審議会 の会長に 永井委員 を選出す ることに ついて， ご異 議

ございませんでしょうか。  

 

異議なし。  

 

異議な し とのこ と なので ， 永井委 員 を宇都 宮 市都市 計 画審

議会会長にすることに決定いたしました。 

なお， 会 長職務 代 理者に つ きまし て は，条 例 第５条 に 委員

のうちか ら，会長 があらか じめ選出 するとい うことで 定め ら

れており ますので ，この指 名につき ましては ，永井会 長に お

任せしたいと思います。 
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竹澤委員  

 

 

永井会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それで は ，議長 を 永井会 長 に交代 し たいと 思 います 。 よろ

しくお願いいたします。ご協力ありがとうございました。 

 

ただい ま ，ご推 薦 いただ き ました 永 井です 。 会長を お 引き

受けする にあたり まして， ひと言ご 挨拶申し 上げたい と思 い

ます。 

我々の 都 市計画 法 の一番 の モット ー は，６ ８ 年法と 言 われ

た昭和４ ２年です かね。そ の時出来 たベース が一番基 礎に な

っていて ，都市化 時代でし たからど んどん都 市に人口 が増 え

てきて， それに対 応する社 会基盤を いかに効 率的に作 るか が

最大のね らい目で ，そのた めに線引 きを行っ たり，主 に公 共

事業とい うものを いかに効 率的にや っていく か，都市 の膨 張

に対して ，迅速に 対応して いくか， といこと が課題だ った 時

代であったと思います。 

それが ， １９９ ０ 年代あ た りから 急 激に変 わ ってま い りま

して，都 市化時代 から成熟 社会に移 ってきて ，都市の 膨張 を

抑えなが ら効率的 に公共事 業をやっ ていく展 開から， むし ろ

今まで出 来ている 市街地を どう使い やすい， 質の高い もの に

していく かという 時代に入 ってきた のが１９ ９０年代 の制 度

改革，１ ９９３年 ，それか ら２００ ０年と矢 継ぎ早に ，先 ほ

ど部長か らお話が ありまし た，まち づくり三 法など， 毎年 法

律が変わ って，私 自身も大 学で都市 計画の授 業で教え るの も

非常にや りにくい ，変わる 度に教科 書は変わ ってこな いも の

ですから ，前の教 科書を作 り変えな がら，授 業をやら なく て

はならない状況で，今，変革期だなという気がしております。

変革期 の 象徴の ひ とつが 地 方分権 で ，市民 の 近い所 に 意思

決定といいますか，政策決定が委ねられてきている。  

そして ， もうひ と つは， ま ちづく り という 言 葉が出 て きて

おります ように， 都市計画 とまちづ くりとの 関係，今 まで 都

市計画と はどちら かといえ ば，市場 原理とい いますか 市場 社

会とそれ を補完す るような 形で，あ るいはそ こで調整 がつ か

ない市場の失敗を調整するのが，都市計画だったと思います。

一方で は ，まち づ くりと い う言葉 が 出てき て ，私は ま ちづ

くりって 何かなと いうと， どこまで 皆の合意 形成が出 来る の

かというのが，まちづくりじゃないかと思っているのですが，

その関係 で都市計 画という のはある 意味では 公権力な 訳で ，

基本的人 権あるい は個人と いいます か，それ らと調整 して い

かなけれ ばならな いような ，市場と まちづく りの間に 入っ て

いて都市 計画とい うのは， 何をやる べきなの かという こと に

なってきているのではないかと思います。 

まちづ く りと都 市 計画は 決 して常 に 二人三 脚 で動け る もの

ではない と思いま す。これ からの都 市計画の ひとつは ，地 域

の中の土 地利用と か，それ から景観 など，ソ フトのル ール を

どのよう に作って いくか， 結局は公 共性って なんだろ うの 議

論になっ ていくと 思うので す。地方 自治も結 局同じで ，身 近

な公共性と国防みたいなものも公共性なんですね。 

今まで は ，行政 で やって い たもの が 公共性 だ といっ て いた

けれども ，国の単 位だけで は全部の 公共性が 賄えない など ，
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色々な種 類の公共 性が実態 として出 てきてい る。それ とま ち

づくりと いうのが ，ある面 では結び ついては きている とい う

非常に複 雑な関係 があり， 公共性と いうもの がよく分 から な

いという時代に今なってきているのではないかと思います。 

そうい う 意味で は ，これ か らの都 市 計画法 を どのよ う に運

用してい くのかと いう時に は，荒井 委員がお られます けれ ど

も，むしろ荒井委員のご意見をよほど伺いながらやらないと，

私のよう なつくり やだけで は，その 辺の調整 が難しい 時代 に

入ってく る。都市 計画法を どう運用 していく かが，ま さに 地

方自治体 の中で， 新しいス テージに 入ってき たのでは ない か

と思っています。  

力不足 で はあり ま すが， 皆 さんか ら 色々と 幅 広いご 意 見を

伺い，ま とめなが ら，少し でもいい 街に出来 ればと思 いま す

のでご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。  

それで は ，先ほ ど 竹澤委 員 からお 話 があり ま した職 務 代理

者につき ましては ，市政全 般的に高 い見識を お持ちで ござ い

ますので阿久津委員にお願いしたいと考えております。 

阿久津委員よろしくお願いいたします。 

それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，ま

ず，当審 議会条例 の施行規 則第３条 に基づき まして， 本日 の

会議の議 事録署名 委員とい たしまし て，荒井 委員と鈴 木委 員

の両名に お願いし たいと思 います。 よろしく お願いい たし ま

す。 

本日の 議 題とい た しまし て ，３件 ご ざいま す 。平成 １ ８年

６月２８ 日付宮都 第７４号 ，平成１ ８年６月 ２８日付 宮都 第

７５号， 同じく平 成１８年 ６月２８ 日付宮都 第７６号 ，を 市

長から諮問を受けております。 

議事の 内 容につ き まして は ，開催 通 知でご 案 内して お りま

す，宇都 宮都市計 画道路の 変更につ いて３・ ３・１０ ２号 宇

都宮水戸 線と，そ れから宇 都宮都市 計画道路 の変更に つい て

３・４・ １２４号 宇大南通 り，それ から３・ ４・１３ ５号 宇

大東南通 り及び宇 都宮都市 計画公園 の変更に ついて２ ・２ ・

０９４号榎内２号児童公園になります。 

付議案件 の審議に つきまし て，会議 の公開， 非公開を 確認 さ

せていただきます。 

今日は 傍 聴者の 方 がいら っ しゃら な いよう で すので ， 公開

非公開の議論はしなくてもよろしいですか。  

 

公開ということになります。 

 

公開ですけど傍聴者がいないということですね。 

 

そうです。  

 

それで は ，議案 第 １号及 び 議案第 ２ 号につ い て事務 局 から

説明をお願いします。 

 

それでは ,お手元の資料に基づいてご説明いたします。  
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議案第 １ 号宇都 宮 都市計 画 道路の 変 更につ い て３・ ３ ・１

０２号宇 都宮水戸 線，議案 第２号宇 都宮都市 計画道路 の変 更

について ３・４・ １２４号 宇大南通 り，及び ３・４・ １３ ５

号宇大東 南通りの ２議案に つきまし ては宇都 宮大学東 南部 第

２地区に おける都 市計画変 更のため 関連があ りますの で一 括

してご説明させて頂きます。 

議案の 変 更内容 に ついて で ありま す が , 宇都 宮大学 東 南部

第２地区 におきま して土地 区画整理 事業の実 施が予定 され て

いることに伴うものであります。 

資料につ きまして は ,議案 第１号 ,議案第２ 号とＡ３ 版の 説

明 資 料 １ を 併 せ て ご 覧 い た だ き な が ら ,ご 説 明 し た い と 思 い

ます。 

まず ,議案書についてご説明いたします。 

議案第１ 号の１ペ ージをお 開きくだ さい。今 回変更す る３ ・

３・１０２号宇都宮水戸線の変更後の計画書です。 

こ ち ら は 車 線 の 数 が ４ 車 線 で あ る た め 栃 木 県 決 定 と な り ま

す。 

次の２ページは新旧対照表となっております。 

上 段 が 変 更 後 で 下 段 の 括 弧 書 が 変 更 前 と な っ て お り ま す が ,

今回は都 市計画道 路区域の 一部の変 更となる ためこの 表自 体

の変更部分はございません。 

次に３ ペ ージを お 開きく だ さい。 総 括図で す 。左か ら 右下

に 走 る 赤 の 太 い 実 線 が 宇 都 宮 水 戸 線 の 位 置 を 示 し て お り ま

す。 

４ペー ジ をお開 き くださ い 。計画 図 です。 図 中央部 の 赤い

実線が変更後の宇都宮水戸線の道路区域を示しております。 

続きまし て５ペー ジをお開 きくださ い。新旧 対照図で す。 黄

色の線が変更前で,赤い線が変更後を示しております。これは

黄色の線から赤の線へ拡幅するものであります。 

次に別 に 綴じて あ ります ， 議案第 ２ 号の１ ペ ージを お 開き

ください。 

今回変 更 しよう と する３ ・ ４・１ ２ ４号宇 大 南通り と ３・

４・１３ ５号宇大 東南通り の変更後 の計画書 です。こ の２ 路

線につき ましては 車線の数 が２車線 であるた め宇都宮 市決 定

となります。 

次の２ ペ ージは 新 旧対照 表 です。 括 弧書が 変 更前と な って

おりますが,上段の３・４・１２４号宇大南通りでは構造の内 ,

幅員が１６ m から１７ｍに,また地表式の区間における鉄道等

との交差 の構造で 幹線道路 と平面交 差の数が ３箇所か ら４ 箇

所に変更となっております。 

次に下 段 の３・ ４ ・１３ ５ 号宇大 東 南通り で は，延 長 が約

９３０m から約１，４９０ｍに，また幹線道路と平面交差の数

が２箇所から３箇所に変更となっております。 

次に３ ペ ージを お 開きく だ さい。 総 括図で す 。２路 線 の位

置を赤の 太い実線 で示して あります が３・４ ・１２４ 号宇 大

南通りは，起点が宇都宮市平松本町,終点が宇都宮市峯町にな

っております。 

また， 図 でルー プ 状にカ ー ブして お ります 形 状の３ ・ ４・
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１３５号 宇大東南 通りにつ きまして は ,起点が峯町 ,終点が平

松本町となっております。  

続きま し て４ペ ー ジをお 開 きくだ さ い。計 画 図です が 横向

きにしてご覧ください。 

宇大南 通 りにつ き まして は 図の左 上 から左 右 に走っ て いる

路線であ ります。 図の中央 を黒い実 線で南北 に走って おり ま

す３・３ ・１０５ 号産業通 りの交差 点までが 終点とな って お

ります。  

また宇 大 東南通 り につき ま しては ， この交 差 部が起 点 とな

りまして ループ状 にカーブ を描きな がら先ほ どの宇大 南通 り

のＴ字の交差部までが終点となっております。 

次の５ ペ ージは 新 旧対照 図 ですが ， 横向き に してご 覧 くだ

さい。 

先ほど ご 説明し ま した宇 大 南通り に つきま し ては道 路 の幅

員が変更 になって おります 。黄色い 線と赤い 線が重な って い

るように 見えます が，内側 の黄色の 線が変更 前で，外 側の 赤

い線が変更後となっております。 

次に， ル ープ状 に なって お ります 宇 大東南 通 りにつ き まし

ては，図 の中央を 黒い線で 表現して おります が南北に 走っ て

いる３・ ３・１０ ５号産業 通りとの 交差部が これまで の終 点

でしたが，図左上の宇大南通りとの交差部,T 字路部分のとこ

ろまで延伸する変更となります。 

以上が議案第１号と議案第２号の概要であります。 

詳細につきましては,お手元の A3 版カラー印刷２枚綴じの説

明資料１の１ページ左側をご覧下さい。 

１．宇 都 宮大学 東 南部第 ２ 地区に お ける都 市 計画の 概 要に

ついてでありますが，本地区は，JR 宇都宮駅から南東に約２

Ｋ m にありますが 宇都宮東 部地域の 土地区画 整理事業 によ る

都市基盤 整備が進 む中，近 接してお ります平 出及び清 原工 業

団地の就 労者並び に宇都宮 大学の学 生の居住 地として 宅地 需

要 は 多 い も の の 道 路 が 狭 く 密 集 し た 市 街 地 と な っ て お り ま

す。防災 上の観点 からも計 画的な都 市基盤整 備が必要 であ り

ます。 

このよ う な状況 か ら，本 地 区は宇 都 宮市東 部 地域の 一 部と

して土地 区画整理 事業を実 施し，良 好な環境 を有する 安全 で

計画的なまちづくりを行うものであります。  

都市計 画 道路３ ・ ３・１ ０ ２号宇 都 宮水戸 線 は本市 の 中央

地域と東 部地域を 結ぶ東西 の骨格道 路網の一 つであり ，本 地

区での幹 線道路と して位置 づけられ ることか ら，宇都 宮大 学

東南部第 ２土地区 画整理事 業として 今後整備 を図るも ので あ

ります。  

また，都市計画道路３・４・１２４号宇大南通りと３・４・

１ ３ ５ 号 宇 大 東 南 通 り に つ き ま し て は ,住 宅 地 内 へ の 通 過 交

通を排除 し ,本地区内の道 路ネット ワークを 形成する ため ,現

在 ,事 業 実 施 中 の 宇 都 宮 大 学 東 南 部 第 １ 土 地 区 画 整 理 事 業 と

同じく， 第２土地 区画整理 事業の中 で道路の 整備を図 るも の

であります。 

次に下の総括図ですが,議案第１号の３・３・１０２号宇都
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宮水戸線 ，議案第 ２号の３ ・４・１ ２４号宇 大南通り と３ ・

４・１３ ５号宇大 東南通り の位置関 係を赤の 実線で示 して お

ります。  

また， 茶 色の矢 印 の区域 が 現在， 施 行中の 宇 都宮大 学 東南

部第１土地区画整理事業区域であります。 

この第１ 地区の北 側の青い 矢印の区 域が第２ 土地区画 整理 事

業予定区域となっております。 

次に１ ペ ージ右 側 の，２ ． 変更す る 都市計 画 の内容 と 理由

について ですが， 今回ご審 議いただ きます都 市計画の 変更 は

宇都宮大 学東南部 第２土地 区画整理 事業の実 施に伴う 都市 計

画道路３・３・１０２号宇都宮水戸線の変更であります。 

この土 地 区画整 理 事業に よ る区画 道 路の取 り 付けに 伴 い，

円滑な交 通処理を 行うため 右折レー ンの設置 および安 全で ゆ

とりのあ る歩道幅 員を整備 するため ，産業通 りとの交 差点 付

近の幅員 を１８ｍ から２２ ｍに変更 しようと するもの であ り

ます。変 更しよう とする位 置につき ましては ，位置図 に赤 の

実線で示 しており ，この道 路の区域 の変更箇 所を拡大 した 図

が，下の新旧対照図であります。 

変更ヵ 所 は産業 通 り交差 部 から西 に 約２０ ０ ｍの区 域 で，

幅員を１ ８ｍから ２２ｍに 南側に拡 幅しよう とするも ので あ

ります。黄色い線が変更前で赤い線が変更後となります。 

ま た ,こ の 一 部 を 拡 大 し た 図 が 下 の 詳 細 図 と な っ て お り ま

す。 

この図 の 左下の 青 い破線 の 楕円形 で 表示し た 部分が ， 土地

区画整理 事業によ り新たに 取り付け られる区 画道路と なり ま

す。 

現在の峰小学校入り口交差点が T 字交差点となっておりま

すが，土 地区画整 理事業に より十字 路の交差 点になる こと か

ら，交通 の安全性 の確保な どの理由 により， 幅員３ｍ の右 折

レーンを新たに設置しようとするものであります。 

詳細図では緑色の破線で囲まれている区域となります。 

また ,歩行者が安全かつ円滑に移動が出来るように，土地区

画整理事業の中で現在の歩道幅員２．５m から１ｍ広げた３．

５ｍの歩道として整備する計画であります。  

このため，右折レーンで３ｍ,歩道で１ｍ，合わせて４ｍの

道路拡幅 となり， 現在の幅 員１８ｍ から２２ ｍへと道 路区 域

の変更を行いたいと思っております。 

次に２ ペ ージを お 開き下 さ い。左 側 の（２ ） ３・４ ・ １２

４ 号 宇 大 南 通 り で す が ,お 年 寄 り や 体 の 不 自 由 な 方 な ど を 含

めた全て の人々が 安心して 利用でき るように 人に優し い歩 道

整備のた め，道路 幅員を１ ６ｍから １７ｍに 変更しよ うと す

るものであります。 

位置図 に 変更ヵ 所 を示し て おり， そ の下が 拡 大した 新 旧対

照図となっております。 

この図 の 左端の 江 川が宇 都 宮大学 東 南部第 ２ 土地区 画 整理

事業の区 域境であ りますが ，これよ り東の産 業通りま での 約

６４０ｍ の区間で ，幅員を １６ｍか ら１７ｍ に変更し よう と

するものであります。 
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今井委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図と して標準 横断面図 を記載し ましたが ，変更前 の歩 道

幅員３．５ｍから４ｍに変更しようとするものであります。 

次に２ ペ ージ右 側 の（３ ） ３・４ ・ １３５ 号 宇大東 南 通り

について ですが， 現在，土 地区画整 理事業実 施中の宇 都宮 大

学東南部 第１地区 及び今後 予定して いる第２ 地区の土 地区 画

整理事業 区域内の 円滑な交 通処理を 行うため ，これま での 終

点を延伸 し，今回 総延長を 約９３０ ｍから約 １，４９ ０ｍ に

変更しようとするものであります。  

位置図では赤の実線が延伸しようとする部分であります。 

下の新旧 対照図で すが，こ れまで産 業通りの 交差部の 黄色 の

終 点 が 赤 の 実 線 の よ う に 延 長 約 ５ ６ ０ ｍ に 渡 り 延 伸 し ３ ・

４・１２ ４号宇大 南通りま で延伸し ようとす るもので あり ま

す。 

このよ う に都市 計 画道路 の 歩道幅 員 の拡幅 及 び延伸 す るこ

とにより ，人に優 しい道路 の確保や 住宅地へ の通過交 通の 排

除など適 切な道路 ネットワ ークの形 成を目指 すもので あり ま

す。 

今回の 都 市計画 道 路の変 更 につき ま しては ， 事前に 宇 都宮

大学東南 部第１地 区及び第 ２地区の 関係者の 皆様に説 明会 を

４月２０日に開催しましたが２６名の出席者がありました。 

また， こ の都市 計 画案の 縦 覧につ き まして は ，広報 う つの

みや５月 号や市の ホームペ ージでお 知らせし ，５月１ ６日 か

ら３０日 までの２ 週間行っ たところ でありま すが，そ のう ち

３・３・ １０２号 宇都宮水 戸線は縦 覧者３名 ，３・４ ・１ ２

４号宇大 南通りと ３・４・ １３５号 宇大東南 通りの２ 路線 に

つきましては４名の縦覧者がありました。 

いずれも意見書申し出はありませんでした。  

以 上 で 議 案 第 １ 号 宇 都 宮 都 市 計 画 道 路 の 変 更 に つ い て ３ ・

３・１０ ２号宇都 宮水戸線 ，議案第 ２号宇都 宮都市計 画道 路

の変更に ついて３ ・４・１ ２４号宇 大南通り 及び３・ ４・ １

３５号宇大東南通りの説明を終わります。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

ありが と うござ い ました 。 それで は ，ただ い まの事 務 局の

説明について，ご質問，ご意見をお願いします。 

 

背景を 確 認させ て いただ き たいの で すが， ま ず１点 は ，結

論からし て都市計 画の変更 について ，良い方 向に変更 する こ

とで良い のですが ，まず， ３・４・ １２４号 宇大南通 りの １

６ｍから１７ｍの変更で，特に今説明いただきましたとおり，

歩道を従 来の案か らいけば ，片側５ ０ｃｍ拡 げるとい うこ と

で，これ はよろし いのです が，江川 の左が， 都市計画 決定 す

る時に組 合施行と いうこと で，１６ ｍで設定 されてい た。 そ

の１６ｍ に接続す るもので すから， 従来は１ ６ｍで都 市計 画

決定され ていたと いう背景 があるの ではない かと単純 に理 解

するので すが，今 回変更の １７ｍの 幅という のは，江 川を 起

点として，産業通りにぶつかるまでが拡がるという形になり，

図面の左側は１６ｍのままになりますね。 
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それで ， 先ほど お 読みい た だいた ， お年寄 り や体の 不 自由

な方を含 めて，す べての人 々が安心 して利用 できる歩 道整 備

のため， 道路幅員 を１６ｍ から１７ ｍに変更 するとい うこ と

で，これもすばらしいです。 

では， 左 側の延 長 上の１ ６ ｍはど う なので す かとい う こと

が，疑問 になって くるので す。組合 施行と市 施行で差 はな い

と私は思 っている のですが ，この論 理から言 えば，お 年寄 り

や目の不 自由な方 々が，こ の図面で いう右か ら左の方 へ行 っ

た時に， 歩道が５ ０ｃｍ狭 くなり， その時は 体の不自 由な 方

へは，や さしくな い道路な のですか ，という 逆論理に なり ま

せんか。 この考え 方に反対 するわけ ではあり ません。 これ は

良いこと ですので 。ですが 道路は繋 がってい る訳です から ，

この部分 を強調す ることに ついては ，これは これでい いの で

すが，接 続する延 長上は， お年寄り にやさし い道路作 りと い

うものを を考えて いくのか 。ひとつ の道路な 訳ですか ら， そ

こをお聞きしておきたい。  

それと ， ３・４ ・ １３５ 号 宇大東 南 通り， こ れは， 区 画整

理が８０ から９０ ％賛成が 集まった のですよ ね。事業 認可 の

運びにな っていく ことなの で，これ はこれで 良いので すが ，

住民の縦 覧という よりも， 区画整理 事業課に お聞きし たい の

ですが， この計画 は住民に 区画整理 事業の説 明として この 計

画は入っ ていなか った訳で しょう。 始めから 入ってい て説 明

している ならば良 いのです が，往々 にして， こういう 幹線 道

路が通る というこ とになる と，保留 地がどう のこうの とい う

課題がま た再燃し て来ない かという ことを逆 に心配し てい る

のです。 ここは昔 から，反 対してい る人たち が多かっ た地 域

ですから ，成功す るために その点の 動向を逆 に心配し てし ま

うのですが，その辺りはどうなのですか。 

 

２つ， 委 員の方 か らご質 問 があり ま したが ， １番目 の 質問

についてはどうですか。 

 

ご意見 あ りがと う ござい ま す。１ ６ ｍでの 全 体の幅 員 の中

で３．５ ｍの歩道 があるわ けですけ れども， それは， 今の 規

定でも自 転車も走 れますし ，お年寄 りからお 子さまま でも ，

歩ける幅ということで，今でも問題ない幅員でございます。 

ただ， ４ ｍとし ま すと， 通 行量の 多 い自転 車 が走れ る 道路

として位 置付けが 出来まし て，４ｍ のほうが 望ましい 幅員 で

あります 。ただ， 狭まる所 につきま しては， うまくす り付 け

ですとか ，危険性 のない歩 道の取付 け方に致 しまして ，無 理

なく東の ほうへ歩 けるよう な形に安 全性を保 つような 構造 に

していきたいと考えております。 

 

私が聞いているのは，すり付けがどうのこうのではなくて，

宇大南通 りという 名称でい けば，１ 本の道路 なのです 。こ の

江川の左 の１６ｍ も，将来 に向かっ て人に優 しい道作 りと い

う視点で ，１７ｍ の施行を していく のですか 。そうあ るべ き

じゃないですか。  
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佐藤委員  

 

 

今井委員  

 

 

 

 

 

 

 

人に優し い，この ようなう たい文句 にしてい れば，当 然宇 大

南通りは ，途中１ ｍ狭くな るわけで すから， 狭くなる 部分 の

すり付け を人に優 しいすり 付けにし ますよと いうこと を聞 い

ている訳ではないのです。  

 

私もあ そ このユ ー ザーだ し ，小堀 委 員もそ う だから 良 く知

っていて ，自転車 だと怖い 所なので すよ。３ ｍ５０ｃ ｍが 困

るなと思 っている けれども ，今から そこまで 都市計画 決定 し

てまでも やるかど うか，や れるかど うかって いうこと では な

いですか 。おそら く，県も 市もあそ こはもう 少し拡げ られ る

ならば拡 げたいけ れど，今 ，都市計 画決定し て拡げま すと い

うことを ，言わな くてはい けないの か，とい う判断で はな い

でしょう か。だか ら，委員 のおっし ゃったご 意見で市 のほ う

は，やれ ればやり たいが， 今は決め る段階で はないと 言え ば

いいので はないで すか。あ そこは， 走りにく いし，狭 いで す

よ。今の 水準から すれば， もっと拡 がってい ても良い のだ ろ

うと思い ますけど ，早急に 都市計画 決定すべ きなのか どう か

というふ うに解釈 したほう が良いの ではない かと私は 思っ て

いるのですが，いかがですか。 

大垣委員何かご意見ありますか。 

 

歩道幅 員 の食い 違 いは， 我 々整備 し ている 間 で，基 準 が変

わったり して，結 構ありま す。です から，こ のような 事業 に

絡んでや る場合は ，そのよ うな現象 が往々に して起き ると い

うことで ，出来る だけ良い 計画，あ るいは施 行時期に 合わ せ

た，その 時代に合 わせた形 でやって いくのは ，やむを えな い

のではないかと，考えております。  

 

何か市のほうでありますか。 

 

永井会 長 と大垣 委 員のお っ しゃる と おりで あ りまし て ，既

に区画整 理事業が 完了して しまって いるもの ですから ，こ れ

から新た な負担を 取って， 都市計画 決定をし て，拡げ てい く

というの は，難し いと考え ており， これから も，交通 の状 況

とかを総 合的に判 断しなが ら，検討 していき たいと考 えて お

ります。  

 

交通管 理 者から ， すり付 け 部分を し っかり や っても ら いた

い。 

 

今日の 議 案は， こ の江川 よ り右の 区 画整理 地 内にお け る都

市計画道 路を１ｍ 拡げよう というこ とですか ら，たぶ ん， 他

の委員の かたは， この事業 で異論は 無いです よ。私も 無い で

す。 

だけど ， 将来的 に １本の 道 という と きには ， 事業単 位 とし

た場合， 逆に事業 単位で取 れなくて ，狭くな る場合だ って あ

る訳です から，逆 の論理で いけばで すよ。そ のような こと が

あっては困りますが。その事情は分かるのですが，やはり１
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７ｍには このよう な理由付 けがある というこ とならば ，１ つ

の延長上 で，別に 今都市計 画決定す るという 意味では 無い の

ですが，やはり施行していくべきだろうと思います。  

これは 人 に優し い 道作り と いう部 分 では， ど こかが ひ ょう

たん型になっている道作りなんてあり得ない訳で， 人に優し

い道作り というの を，大前 提にする のであれ ば，一度 終わ っ

た事業か も知れま せんが， 宇大南通 りという 部分を， その よ

うな思想 でやって いくとい う理念を ，貫いて いくべき だろ う

と思うので，強く要望しておきたいと思います。 

 

よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

２つ目 の 質問の 中 で，こ の 変更に つ いて， 地 元の地 権 者へ

説明しているのかということですけど，これにつきましては，

区画整理 計画課で は，平成 １１年か らこの宇 大東南部 第２ 地

区に入りまして，平成１２年のころから，図面の提示として，

この変更 案で説明 しており ます。こ のように １６ｍか ら１ ７

ｍに変更 すること の説明も しており ます。石 井街道， 宇都 宮

水戸線の 所や，宇 大東南通 りについ ても同じ く説明し てお り

ます。 

 

区画整理の中では，前から説明しているということですか。

 

宇大東 南 部第１ 地 区でも 説 明して お ります し ，第２ 地 区を

立ち上げ る時には ，宇大南 通りまで 伸ばすこ との説明 はし て

おります。 

 

はい。 結 構です 。 私もこ の 地元な の で心配 し たので す が，

一旦住民 の方が図 面を見て しまうと ，あとか ら線が入 ると 非

常に苦労 する時が あるもの ですから ，それを 聞いてひ と安 心

しました。 

 

ほかに，いかがでしょうか。 

これは， ちょっと 細かいこ となので すが，１ ６ｍから １７ ｍ

は区画整 理の時は 始めから １７ｍで 入ってい たのです か。 現

道ではないですよね。今ある訳ではないですよね。 

それとも，街路の基準が変わったのですか。  

 

はい。 道 路構造 令 が，１ ６ ｍから １ ７ｍへ と 変わっ た 時期

がござい まして， 先ほどの 江川の左 側につき ましては ，組 合

施行で行 ったとき には１６ ｍで計画 されてお りました ので ，

そのような状況の中で整備をしたということです。 

平成１１ 年から作 業に入り ましたが ，入った ときには ，１ ７

ｍという ことで， 先ほど説 明があり ましたよ うに，お 年寄 り

や体の不 自由な方 へ人に優 しいまち づくりと いう観点 から ，

やはり歩 道を５０ ｃｍ拡げ て４ｍに するとい うことで やっ て

おります。 
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永井議長  

 

 

 

 

 

 

 

地元の方は合意しているのですよね。 

 

はい。  

 

それと ， もう１ つ は，区 画 整理の 中 では， 本 当は， 区 画整

理の出来 上がりの 図面で書 いていた だかない と，この 道路 が

どうして こうなの か，全く よく分か らないと いうこと にな っ

てしまうのですが。 

 

（宇大東南部第２地区図面案を配布） 

 

この右 上 のクラ ン クが， も しも交 差 点でな け れば， も っと

丸くすべ きで，な ぜ角ばっ ているの かと思っ ていたが ，こ ち

らの図面を見ると，交差するのでこうなる訳ですね。  

 

はい。この案についてですね，地元に説明しておりまして，

地元には合意しております。 

 

そう言 う ことで は なくて ， 計画論 上 ，これ が 補助幹 線 にな

っている のならば ，もっと なめらか に車が走 りやすい よう に

しないと ，交通事 故が起き てしまう だろうと 思ったが ，こ ち

らの図面をみたら分かりました。 

ここは 交 差点だ か ら，こ の ように し ないと 道 路が交 差 出来

ないので ，Ｔ字路 になって いるのが 分かりま した。こ ちら の

図面だけ 見た時， なぜここ の所が直 角に曲が っている のか と

なってしまうのですよ。 

住民の 人 はこち ら を見て い るので ， 分かり ま すが， こ れが

無いと我 々はなぜ こうなっ ているの かと思い ますよ。 これ で

分かりました。 

あとは，いかがでしょうか。 

 

はい。こちらは，事業計画を取っておりませんので，まだ，

案の段階ですので，よろしくお願いします。  

 

案でも ， 一応こ の ように 考 えてい る ので， 分 かる図 面 を，

出していただきたいですね。 

 

今後， 図 面の表 記 につき ま しては ， これか ら 十分に 配 慮し

てまいりたいと思います。  

 

よろし く お願い し ます。 要 は，理 屈 が分か る 資料を 出 して

もらいた い。都市 計画決定 する所だ けを書か れても， なぜ そ

うなっているのか分かるような形でお願いします。 

他にいかがでしょうか。 

小堀委 員 。宇大 の 本部の 前 はセッ ト バック し てもい い です

よね。５０ｃｍぐらいは。  

 

あそこは，怖いですよね。  
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あぶな い ですよ 。 自転車 が 多いか ら 。なの で ，ぜひ チ ャン

スがあっ たら言っ ていただ きたい。 やれると ころから やっ て

いくしかないですよね。 

 

大学の区域だけでしたらできますが。 

それだけでは，理屈が通りませんよね。 

 

はい。ですから，難しいのではないかと。 

 

や れ る と こ ろ か ら や る し か な い の で は な い か と 思 う の で

す。 

それでは，この件につきましては，よろしいでしょうか。 

 

異議なし。  

 

ありがとうございます。 

 

はい。 先 ほど配 布 した図 面 は回収 さ せて頂 き ます。 よ ろし

くお願いします。  

（宇大東南部第２地区図面案を回収） 

 

続きま し て，宇 都 宮都市 計 画公園 の 変更に 関 する都 市 計画

として議案第３号について事務局から説明をお願いします。 

 

続きまして，議案第３号宇都宮都市計画公園の変更２・２・

０９４号榎内２号児童公園について説明いたします。  

 議案第 ３号の１ ページを お開きく ださい。 計画書で あり ま

すが，今 回変更し ようとす る２・２ ・０９４ 号榎内２ 号児 童

公園の内容を示しております。 

 ２ペー ジが新旧 対照表で あります 。括弧書 きが変更 前と な

ります。 今回，変 更しよう とする内 容としま しては， 公園 区

域の変更 となりま すが，備 考欄にあ りますと おり，面 積が 約

８．８㎡増えますが，面積はｈａ単位となっておりますので，

表示上の変更はありません。 

 次に３ ページの 総括図を ご覧くだ さい。本 公園の位 置を 示

しております。 

 続きま して４ペ ージの計 画図をご 覧くださ い。今回 変更 し

ようとす る区域を 赤で表示 しており ます。ま た，開発 行為 に

よって新設される道路を黒線で表示しております。 

 次に５ ページを お開きく ださい。 新旧対照 図です。 黄色 で

表示して いる区域 が変更前 ，赤で表 示してお ります区 域が 変

更後となります。  

詳細につ いては， 本日，配 布させて いただき ました， お手 元

の説明資料２に基づいて説明いたします。 

 まず， 左側の， １．榎内 ２号児童 公園にお ける都市 計画 の

概要につ いてです が，本公 園は，榎 内土地区 画整理事 業区 域

の西端に 位置し， 面積約０ ．０８ｈ ａ，主と して地区 内に お
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ける児童 の利用を 目的に計 画された 公園であ ります。 昭和 ５

７年７月 に都市計 画決定し ，整備さ れた後， 供用され 現在 に

至っております。  

 下段の 計画図を ご覧くだ さい。赤 で表示し ている区 域が 本

公園の変 更後とな り，グレ ーで塗ら れている 道路が， 開発 行

為によって新設される道路になります。 

 次に，右側の，２．変更する都市計画の理由と内容ですが，

今回，当 公園の南 側に接す る開発計 画に併せ ，公園の 区域 を

整形化し ，施設の 利便性向 上を図る ため，公 園区域を 変更 し

ようとするものであります。 

 資料右 側の図で 示してお りますが ，開発区 域に接す る青 の

破線で囲 まれてる 部分につ いて，下 段変更後 の図の通 り， 開

発行為により新設される道路とともに，公園区域を整形化し，

地域における公園の利便性の向上を図るものであります。 

また， こ の都市 計 画案の 縦 覧につ き まして は ，広報 う つの

みや６月 号及びホ ームペー ジに登載 し，６月 ５日～１ ９日 ま

での２週 間，都市 計画案の 縦覧を行 ったとこ ろですが ，縦 覧

者，意見書の提出は，ありませんでした。 

以上で ， 宇都宮 都 市計画 公 園の変 更 ２・２ ・ ０９４ 号 榎内

２号児童 公園につ いての説 明を終わ ります。 よろしく ご審 議

のほどお願いいたします。  

 

はい。この説明についてご質問等お願いしたいと思います。

区画道路 の線形を 良くする ために， 変更した のですね 。面 積

は変わって無いですね。 

 

８．８㎡増えております。  

 

ちょっと増えているのですね。 

特にございませんか。 

 

異議なし。  

 

ありがとうございます。それでは，異議なしということで，

先に進めさせていただきます。 

それで は ，本日 の 議案第 １ 号から 議 案第３ 号 までに つ きま

しては， 原案どお り異存な しという ことで答 申するこ とと い

たします。 

以上で本日の議事につきましては，終了いたします。  

なにか，事務局のほうでありますか。 

 

報告事項がございます。 

 

お願いします。 

 

報告事 項 といた し まして 宇 都宮市 駅 東口推 進 室のほ う から

報告させていただきます。  

説明資 料 ３です 。 １ペー ジ をお開 き くださ い 。左下 の 区域
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図，赤色 の実線で 囲まれた 区域，宇 都宮駅東 口土地区 画整 理

事業の区域，約７．３ha です。この区域につきましては，平

成１７年３月 1 日に第２４回宇都宮市都市計画審議会におい

て，都市 計画決定 に関わる 審議をい だだきま した。同 年４ 月

に都市計 画決定を 行い，６ 月には土 地区画整 理事業の 事業 認

可を取得 し，１０ 月には， 第１回の 仮換地指 定とあわ せて ，

起工式を 行い，工 事に着手 したとこ ろです。 本年２月 には 第

２回仮換地指定を行い，全ての街区の仮換地を指定しまして，

こちらは 平成２０ 年度末の 事業完了 を目指し て，現在 ，建 物

などの移 転交渉， 道路など の築造工 事，宅地 の造成工 事， そ

れらの工 事を進め ていると ころです 。平成１ ９年には ，一 部

整備が整 った街区 から地権 者による 土地利用 が開始さ れる 予

定です。  

本日報 告 いたし ま す都市 計 画素案 に つきま し ては， 今 後，

仮換地い たしまし た土地の 土地利用 ，建築物 の整備に あた っ

て，また 県都の新 たな玄関 口にふさ わしい駅 前景観を 形成 す

るため， 宇都宮駅 東口地区 の土地利 用の見直 しについ てご 説

明するものです。  

具体的 に は，資 料 の１ペ ー ジ左上 に ありま す ３つの 都 市計

画を予定しています。（１）といたしまして用途地域の変更，

（２）防火地域及び準防火地域の変更，（３）地区計画の決定，

現在仮称 でござい ますが， 宇都宮駅 東口地区 地区計画 とい う

形で考えております。 

１，都市計画決定する主旨ですが，資料にありますように，

土地区画 整理事業 で整序さ れた土地 を，用途 地域，防 火地 域

などの見 直しをす ることに より，合 理的かつ 健全な高 度利 用

を図り， 地区計画 等を定め ることに より，県 都の玄関 口に ふ

さわしい，風格のある都市環境の整備を図るものです。 

２の地 区 の位置 ， 現況で す が，Ｊ Ｒ 宇都宮 駅 東側， 東 西自

由 通 路 の 南 側 と 北 側 の 宅 地 と 現 在 の 駅 東 駅 前 広 場 を 含 め ま

す，約７ ．３ｈａ の区域で す。現在 の関係地 権者は， 宇都 宮

市，東日 本旅客鉄 道株式会 社，その 他民有地 の関係地 権者 を

含め計５名です。  

それで は ，右側 の ３，上 位 計画の 位 置付け を ご覧下 さ い。

上位計画 における 宇都宮駅 東口地区 の位置付 けと土地 利用 の

方針です。（１）平成１２年１２月に策定いたしました宇都宮

市都市計 画マスタ ープラン では，駅 東口地区 を本市の 新た な

拠点であ るととも に，その 立地位置 から広域 都市圏， いわ ゆ

る宇都宮 都市圏の 新たな都 市拠点と して位置 付けて， 土地 利

用の方針 において は，都心 商業業務 地の配置 ，商業業 務地 と

公共施設 との一体 開発，都 市型住宅 の立地を 基本方針 とし て

おります。また，交通結節機能の一層の充実を図るとともに，

地区計画 の活用に より，鉄 道駅周辺 の顔づく りの推進 を都 市

景観形成の方針としたところです。  

（２） と いたし ま して， 平 成１４ 年 ８月， 中 心市街 地 活性

化基本計 画を受け まして策 定しまし た，宇都 宮市都心 部の グ

ランドデ ザインで す。こち らのグラ ンドデザ インにお きま し

ては，駅 東口地区 を栃木県 における 広域都市 圏の都市 拠点 か
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ら，関東 北部地域 をリード する広域 交流拠点 として位 置付 け

て，都市 拠点，交 通結節点 づくりと ともに， 県都宇都 宮の 玄

関口の顔づくりを地区の整備方針としているところです。 

（３） と いたし ま して， 平 成１７ 年 ６月に 駅 東口地 区 の整

備目的， 整備方針 ，整備内 容等を策 定いたし ました駅 東口 地

区整備基 本計画で すが，整 備テーマ として２ １世紀に まち づ

くりをリ ードする 産業，情 報，交流 の新たな ゲートシ ティ と

して，土 地利用の 方針では ，地区全 体を一体 的，計画 的に 整

備を行う とともに ，県都の 玄関口に ふさわし い魅力的 な都 市

景観を形成するため，地区計画の導入を考えたところです。 

それで は ，資料 ２ ページ を お開き く ださい 。 左側で す 。４

としまして，都市計画の素案の内容です。 

（１） と して宇 都 宮都市 計 画用途 地 域，宇 都 宮都市 計 画防

火地域， 準防火地 域の変更 です。先 程１ペー ジでご説 明い た

しました 上位計画 による将 来的な駅 東口地区 の位置づ け， 土

地利用の 方針を踏 まえて， 今回変更 する用途 地域等を 図示 し

たもので す。左側 に現在の 用途地域 の指定状 況，右側 に変 更

後の用途 地域を図 示しまし た。現在 ，地区の 中央部を 南北 に

縦断する 水路があ ります。 この水路 の東側が 商業地域 ，西 側

が鉄道施 設用地で あったと いうこと で，準工 業地域に 指定 し

ておりま す。今回 の土地区 画整理事 業により ，土地の 高度 利

用と有効 利用を図 るため， 全ての街 区を商業 地域に見 直し た

いと考え ておりま す。地区 の名称と いうこと で，中央 地区 ，

北地区， 南地区と いう形で 載ってお りますが ，これに つき ま

しては， 資料２ペ ージと合 わせまし て，資料 ３ページ 右側 の

図と凡例 をご覧下 さい。右 下に凡例 がござい ます。駅 前広 場

と幹線道路を含む中央の約４．６ha の区域ですが，この茶色

の実線で 囲まれた エリアを 中央地区 と呼んで おります 。中 央

地区の南 側，水色 の実線で 囲まれた エリアを 南地区， 中央 地

区の北側 ，赤色の 実線で囲 まれたエ リアを北 地区とし まし た

ところです。 

改めて ， 資料２ ペ ージに お 戻り下 さ い。ち ょ うど図 面 の下

になりま す①用途 地域の変 更です。 具体的な 用途地域 の変 更

の内容に なります が，この 表にあり ますよう に，中央 地区 に

つきまし ては建ぺ い率が８ ０％，容 積率が６ ００％， 南及 び

北地区に つきまし ては，建 ぺい率８ ０％，容 積率４０ ０％ と

しており ます。防 火，準防 火地域の 変更につ きまして は， 中

央地区を 防火地域 ，南，北 地区を準 防火地域 に見直し たい と

考えております。  

次に資料２ページ右側をご覧下さい。（２）としまして宇都

宮都市計 画地区計 画の決定 です。地 区計画と は，みな さん ご

存知と思 いますが ，昭和５ ５年，都 市計画法 と建築基 準法 の

改正によ り生まれ た土地利 用に関わ る制度で す。都市 計画 で

定める用 途地域な どよりも ，もっと きめ細か く，それ ぞれ の

地 区 の 特 性 に ふ さ わ し い ま ち づ く り を 誘 導 す る た め の 計 画

を，住民 の皆様や 土地所有 者の皆様 の合意に 基づき， 都市 計

画決定できるものとしたものです。都市計画決定されますと，

建 築 確 認 申 請 と と も に 地 区 計 画 の 届 出 書 を 提 出 し て い た だ
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き，建築 物や工作 物の整備 ，土地利 用の指導 がなされ ると い

う形です。地区計画の決定にあたり，資料にありますように，

駅東口地 区の位置 付けや立 地特性， 将来の土 地利用を 勘案 し

まして，資料にあります３点を，基本的な考え方としました。

第１と し まして ， 県都の 玄 関口に ふ さわし い 風格あ る 駅前

景観を創 出するた め，建築 物の形態 や意匠の 制限，ま た良 好

かつ健全 な都市環 境を形成 するため ，風俗営 業関係の 建築 を

禁止したところです。 

第２に ， 日照や 通 風の確 保 ，安全 で ゆとり あ る歩行 者 や自

転車空間 を確保す るため， 建築物の 壁面等の 制限を行 って お

ります。  

第３と し まして ， 駅東口 の 新たな 交 流拠点 ， 交流の 中 心と

なる仮称 交流広場 ，こちら につきま しては， ３ページ の右 側

の図の緑 色のハッ チで掛か っている 部分です が，広場 １号 と

いうこと で５，０ ００㎡の こちらと ，将来の ＬＲＴ導 入用 地

として確 保いたし ました市 有地を， 地区施設 ，広場２ 号と い

う形で位置付けております。 

それで は ，資料 ２ ページ 右 側の表 で すが， ② 地区計 画 の内

容につい てご説明 させてい ただきま す。地区 計画の目 標と 区

域の整備 ，開発及 び保全に 関する方 針です。 地区計画 の目 標

は，駅東 口の位置 付け，地 区の立地 特性を踏 まえて， 次の ３

点としました。 

１とし ま して， 交 流の拠 点 となる 広 場の整 備 ，２と し まし

て，ゆとりとうるおいのある歩行空間の確保，３としまして，

美しく魅 力的な駅 前景観の 創出です 。区域の 整備，開 発及 び

保全に関 する方針 では，地 区の特性 に応じた 良好な市 街地 を

形成する ため，地 区毎の表 にありま すように 土地利用 の方 針

を定めま した。ま た，地区 施設の整 備の方針 では，駅 前広 場

や中央地 区に整備 します拠 点施設と の連携を 重視しま して ，

交流の中心となる広場整備をしたいと考えております。また，

建築物等 の整備の 方針につ きまして は，次に ご説明し ます 地

区整備計 画にある 事項を遵 守しまし て，美し く魅力的 な都 市

景観を創出したいと考えております。 

それで は ，資料 ３ ページ を お開き 下 さい。 ③ としま し て地

区整備計 画です。 地区整備 計画は， 地区計画 の目標を 実現 す

るために 定める具 体的な駅 東口地区 のまちづ くりのル ール で

す。地区 整備計画 は，具体 的な建築 物の建て 方や土地 利用 に

ついて定 めている ところで す。地区 施設の配 置及び規 模に つ

きまして は，基本 的な考え 方でも申 しました ように， 交流 の

拠点となる仮称交流広場約 5，000 ㎡を広場１号とし，将来的

にはＬＲ Ｔ導入空 間と考え ておりま すこのス ペースを ，広 場

２号という形で位置付けたいと考えております。 

次に， 建 築物等 の 用途の 制 限です が ，商業 地 域に用 途 地域

を見直し ますと， 風俗営業 施設など ，ほぼあ らゆるも のが 建

築できま す。その ため，こ の地区で は，土地 所有者の 賛同 を

得まして ，県都の 玄関口と して，良 好かつ健 全な都市 環境 を

つくるた め，キャ バレー， ナイトク ラブ，パ チンコ店 ，麻 雀

店など風 俗営業施 設のほか ，ソープ ランド， ラブホテ ル， ア
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ダルトシ ョップ， あるいは 性的好奇 心をそそ るような 物品 販

売店など 店舗型風 俗特殊営 業施設の 建築を禁 止するこ とと し

たところです。 

次に， 壁 面の位 置 の制限 で す。土 地 区画整 理 事業， 基 盤整

備により ，歩道の 整備を行 いますが ，さらに ，安全で ゆと り

ある歩行 空間，あ るいは自 転車利用 者のため の空間を 確保 す

るため，また，建築物を道路境界線から後退することにより，

日照や通 風の確保 ，あるい は商業施 設等の前 のたまり 空間 の

確保する ため，建 築物の壁 面位置の 制限を行 いました 。具 体

的には壁面の位置の制限を，４つ考えております。 

①とし ま して１ 号 壁面制 限 ですが ， １号壁 面 という 横 断図

も合わせ てご覧下 さい。中 央地区に 建設され る商業施 設等 に

出入りす るたまり の空間， また，ゆ とりある 歩行空間 を確 保

するため ，中央地 区の宅地 周囲を道 路境界線 から２ｍ の壁 面

後退することとしました。  

また， ② の２号 壁 面制限 で は，先 ほ ど申し 上 げまし た 広場

２号とし て鬼怒通 りから駅 前の交通 広場まで 結びます 広場 ２

号の部分ですが，安全でゆとりある歩行空間を確保するため，

広場２号 の南側３ ．５ｍの 壁面後退 を確保す ることと しま し

た。 

③の３ 号 壁面制 限 ですが ， 南地区 の 自転車 歩 行者専 用 道路

に面する 宅地です 。現在， 駅東口地 区整備計 画では， 駅東 の

駅前において自転車利用者の利便を図るため，南地区の北端，

それと北 街区の北 西ですが ，この部 分に自転 車の駐車 場を 駅

利用者や 鉄道利用 者のため の自転車 駐車場を 検討して おり ま

す。特に 南街区の 自転車歩 行者専用 道路につ きまして は， 駅

東第２地 区で整備 されまし た自転車 歩行者専 用道路に 宇都 宮

駅東公園 まで結ぶ 緑の自転 車歩行者 ネットワ ークの形 成を い

たします ，地区の シンボル 的な道路 であるた め，３号 壁面 線

につきま しては， 鉄道敷と 建物等に 挟まれた 圧迫感の ある 空

間となる ため，ゆ とりや滞 留に供す る空間を 創出する ため ，

道路境界線から２ｍの壁面後退としました。  

また， ④ の４号 壁 面線で す が，北 街 区の一 番 北端の と ころ

に，現在 駐輪場を 考えてお ります。 駐輪場利 用者のた めの 安

全でさら にゆとり ある歩行 空間を確 保するた め，１． ５ｍ の

壁面後退をお願いしたところです。  

次に， 壁 面後退 区 域にお け る工作 物 の設置 の 制限で す が，

工作物は ，壁面後 退部分に は，通行 の妨げと なる工作 物を 原

則的に設置しないこととしております。 

最後に ， 建築物 等 の形態 及 び意匠 の 制限で す 。来街 者 がは

じめて目 にする景 観，駅前 の景観が そのまち のイメー ジと か

そのまち の第一印 象として 受けとら れること が多く， 駅前 に

建つ建物 や屋外広 告物は， 本市の顔 となる魅 力的な駅 前景 観

を形成す る重要な 要素とな ります。 そのため ，建築物 の屋 根

や外壁， 屋外広告 物の設置 にあたり ましては ，地区の 特性 ，

地区の景観に配慮したものとしました。なお，建築物の形態・

意匠およ び広告物 ，看板そ の他これ らに類す るものに つき ま

しては， 今後，関 係部署等 で具体的 な基準， 指導，運 用方 法
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について現在検討しているところです。 

最後に 都 市計画 等 のスケ ジ ュール で すが， こ の都市 計 画素

案につき ましては ，現在， 土地所有 者など利 害関係者 ，関 係

機関であ ります県 等と協議 を行って おります 。駅東口 地区 の

まちづく りにつき ましては ，本市の 最重点プ ロジェク トで ご

ざいます し，基盤 整備施設 等により ，市民や 来街者へ の影 響

を与える とのこと ですので ，用途地 域や地区 計画の素 案を ，

明日７月 ７日から ２１日ま での２週 間，素案 の縦覧を 行い た

いと考えております。 

また， ８ 月４日 に は，市 民 から駅 東 口の土 地 利用に 対 する

ご意見を お聴きす る公聴会 を開催し まして， この後， 市民 の

ご意見の 反映，さ らには土 地所有者 等との協 議を行い ，都 市

計画案を固めてまいりたいと考えております。 

以上で， 報告事項 ，宇都宮 駅東口地 区整備事 業に関す る都 市

計画素案についての説明を終ります。 

申し訳 ご ざいま せ ん。ミ ス プリン ト がござ い ました 。 ３ペ

ージでご ざいます 。④の計 画図とい うことで 図面が入 って ご

ざいます が，その 右下に２ 号壁面制 限と赤く 書いてあ りま す

が，この 敷地境界 から建築 物等まで の後退距 離，ここ が抜 け

ておりま す。こち らにつき ましては ，３．５ ｍの壁面 後退 と

いう形で ，抜けて おりまし た。申し 訳ござい ません。 よろ し

くお願いいたします。 

 

以上で よ ろしい で しょう か 。何か ご 質問等 ご ざいま す でし

ょうか。  

 

はい。 ３ ページ の 建築物 等 の用途 の 制限に お いての 所 で，

風俗営業 法に該当 するもの は建築し てはなら ないとい うこ と

ですので ，ぜひお 願いした いと思い ます。ま た，その 下の 壁

面の位置 の制限の ②の所に 公衆便所 ，巡査派 出所とあ るの で

すが，巡 査派出所 という法 律用語は 無いので ，今は交 番に な

っています。 

 

他にいかがですか。 

私のほ う から伺 い たいの で すが， 壁 面線の １ 号が， 下 から

回って上 へ行きま すね。そ して矢印 の所で止 まって， その 先

うすい水 色があり ますが， ここがな ぜここで 切れてし まう の

ですか。  

 

はい。 こ ちらは 第 ２４回 の 都市計 画 審議会 の ほうで も ご審

議いただ きました 。ちょう どこちら の部分に ，２ｍの 幅の 水

路を予定 しており ます。そ れと壁面 線を合わ せたいと いう 形

で，ここ で止めた ところで す。その 審議会の 中でこの 水路 ，

現在駅東 口にご存 知のかた は，緋鯉 とか真鯉 とかが棲 んで お

ります。 この水路 をぜひ生 かしたい というこ とで，こ の部 分

は北側に なります ので建物 の裏側に なり，少 しブライ ンド に

なるので ，現在駅 前広場の ほうにも 水路を呼 び込むと いう 形

で計画し ておりま す。次の ご審議の 時までに は，その 辺の 話
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も出来るのものと考えております。  

 

そうすると，歩道幅員としては不連続になってしまうのか。

ここは上 に上がる ところは ありませ んよね。 この赤で ハッ チ

でメッシュの掛かっている所はペデですよね。 

 

そうです。  

 

ここから先の水色の所は，歩道幅員は何ｍになるのですか。

 

ここは，４．５ｍです。 

 

それで，２ｍの水路が民地側へ入ってくるのですね。  

 

４．５ｍの外側へ２ｍが入ってきます。 

 

２ｍが 入 ってく る 訳です ね 。そし て ，ここ は 水路な の で公

共用地になっている訳ですね。 

 

そうです。  

 

それで，それ以上さがることも言えませんよね。 

 

それでは，逆に壁面線が揃わない可能性があります。  

 

民地側 に は水路 が 作れな い という こ とです け ど，出 来 れば

連続でい きたいと 私は思い ます。水 路をもう 少しメイ ンに 出

してくれ ることを 楽しみに していま す。次の 審議では 決定 で

すか。 

 

次回ま で は少し 時 間はご ざ います け れども ， 次回の 都 市計

画審議会 では案と いう形で お示しし まして， 答申いた だけ る

ようにスケジュールを組みたいと思います。  

 

まだ，今日は都市計画決定しなくていいのですか。 

 

今日はまだです。  

 

分かりました。 

 

よろし い ですか 。 たぶん ， ご存知 だ と思い ま すが， 今 年の

初めか， 去年の暮 れだった か，ある 雑誌で駅 前の景観 を大 学

生が調査 をした結 果，宇都 宮駅西口 がワース ト１だっ たで す

よね。恥 ずかしい ので，そ の辺の規 制などを よろしく お願 い

したいと思います。 

 

看板についてはどうですか。 
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駅西口 の 看板に つ きまし て は，議 会 等でも 質 問が出 て おり

ますが， あるいは 週刊誌と か雑誌で ワースト １とかで 不名 誉

な部分で すが，現 在，屋外 広告物法 で規制の 中でどれ だけ 規

制できる のかなど を色々検 討してい るのです が，やは り表 現

の自由と かの制約 がござい ますので ，とは言 ってもや はり 何

とかしな ければな らないと 考えてお ります。 地元に入 りま し

て建物の オーナー とか看板 の所有者 に，出来 るだけ地 元に 入

って何と か良い景 観を形成 していき たいと地 元と一緒 に話 し

合いながら，何とかしたいと考えているところであります。 

 

はい。 説 明資料 の ３ペー ジ の建築 物 に関す る 事項の 建 築物

等の形態 及び意匠 の制限の 中の２に あります 広告物に つい て

ですが， 駅東口の この地区 について は，制限 を掛けて 西口 の

ような景 観にはな らないよ うに地区 計画で規 制してい くと い

うことで す。今， 関幹事か ら出た話 しは駅の 西口の話 をし ま

したので ，東口に ついては あのよう な看板が 乱立しな いよ う

に 制 限 を 掛 け て い き た い と い う ふ う に 考 え て い る と こ ろ で

す。 

 

という こ とは， も う少し 具 体的に ， これに つ いては 基 準が

出てくるということで考えてよろしいですか。 

 

はい。 こ の次に 審 議して い ただく 時 の地区 計 画では ， そこ

までいか ないかも しれませ ん。景観 法が出来 ，景観計 画と か

法律に基 づいた色 々なこと が出来る ようにな りまして ，そ れ

につきま しては， 地元に入 り，ご了 解いただ きながら ，例 え

ば看板を 全く出さ なくする とか，そ こまでに ついては ，半 年

ぐらいで は出来ま せんので ，次のス テップで 地元と協 議し て

やっていきたいと考えております。  

 

段階的 に 地区計 画 を変え て もいい ぐ らいの こ とは， お っし

ゃってもいいのではないですか。 

 

はい。 そ れはお っ しゃる と おりで す 。ただ ， 次回の 審 議会

までにそ こまで調 整が出来 るのかと 言われま すと，難 しい と

思われますので。  

 

景観三法では，宇都宮市は自動的に景観行政団体ですから，

まずは景 観計画を きちっと ，なるべ く早くや っていた だき た

いです。 それから ，今の看 板で一番 まずいの は，昔か らや っ

ているの は直さな くても良 いのです よね。平 成１１年 ぐら い

に変わっ たけれど も，その 前から作 ってある ものは， 次に 直

す時でも 良いとい うことで すけども ，いつま でたって も直 ら

ない。だ からむし ろ基準も 大事です けれども ，執行体 制を チ

ェックし ないと， 地元へ入 るよりも ，むしろ 執行体制 を誰 が

責任を持 っている のかを， １回見直 さなくて はいけな いの で

はないかと思うのです。 

ほとん ど 守られ て いない 状 況なの で ，半分 以 上は届 出 もし
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ていない ものが一 杯あるの ではない か，実際 見てみる と。 昔

からのは 絶対直さ ない格好 になって いますね 。それか ら， ル

ールとし ては，実 際上全然 ルールが 守られて いない状 況に な

っている のではな いかと私 は思うの です。そ の辺も含 めて ，

ぜひ早めの対応をしていただきたいと思っています。  

他に何かございますか。よろしいでしょうか。 

それでは，長い間ありがとうございました。  
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